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地域資料・行政資料デジタルアーカイブ提供サービス等の運用について 
 

 区は新しい中野をつくる１０か年計画（第３次）において、魅力ある図書館

運営の推進のための取組みとして地域資料等の電子化を進めることとしており、

指定管理者と区との基本協定に基づき、平成２８年度より準備を進めてきたと

ころである。 
 今般その一環として中野区立図書館では、下記のとおり地域資料・行政資料

のデジタルアーカイブ提供サービスを開始した。 
 また、利用者の利便性の向上のため、５月より中央図書館において公衆無線

ＬＡＮ環境の充実を図った。 
 
１ 地域資料・行政資料等デジタルアーカイブ提供サービスの運用開始 
（１）提供サービスの概要 
   これまでに中野区が作成した地域資料や行政資料をデジタル化してアー

カイブサイトに取り込み、中野区立図書館ホームページからリンクできる

ようにする。このことにより、区の地域資料、行政資料が、だれでも、い

つでも、どこでも閲覧することが可能になる。 
（２）閲覧可能資料 

開始時点での提供内容は、堀江家文書、中野の文化財、中野区史料館資料

叢書、中野の名所、中野区史、中野区民生活史、山崎家文書、16mm フィル

ムなどの地域資料及び中野区報、中野区政の歩み等の行政資料で、図書資料

８１点、映像資料６点となっている。中野区立図書館では今後も区民に関心

があり活用価値の高い図書館所蔵資料を中心にデジタル化を順次進め内容

の充実を図る。 
   （アーカイブサイトの画面イメージは別添のとおり） 
（３）サービス開始日  
   平成２９年６月１日（木） 
 
２ 中央館における公衆無線ＬＡＮ環境の充実 
（１）サービスの概要 
   図書館内で利用者がインターネット上の多様な情報ソースを利用できる

ようにするため、中央図書館内に利用料無料のＷｉ－ｆｉ環境を整備した。 



（２）利用可能場所 中央図書館 地下１階 ブラウジングコーナー及び参考室 
                地下２階 視聴覚コーナー 
（３）サービス開始 平成２９年５月１日（月） 
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